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令和６年９月高原町農業委員会定例総会会議録 

 

１．開催日時    令和６年９月２７日（金）午前９時３０分から午前１０時３０分まで 

２．開催場所    高原町役場２階第４会議室 

３．出席委員    １４名     

          農業委員６名   

          会長   １番 山元啓嗣  会長代理 ２番 加藤正博 

               ３番 入木真一       ４番 郡山信敏 

               ５番 佐藤哲夫       ７番 下村健一 

農地利用最適化推進委員８名 

１１番 石山浩文  １２番 大迫恒作 １３番 坂元朋子 

１４番 酒匂清治  １５番 鳥集公測 １６番 西村真一 

１７番 真方実喜男 １８番 山下孝行 

４．日程 

  第１ 議事録署名委員及び会議書記の指名 

       議事録署名委員   ３番 入木真一    ４番 郡山信敏  

       会議書記      主任主事 二宮航大 

  第２ 議案第３１号  農地法第３条の規定による所有権移転の許可について意見を

求める。 

     議案第３２号  農地法第５条の規定による進達について意見を求める。 

議案第３３号  農業経営基盤強化促進法による農用地利用集積計画の所有権 

           移転について意見を求める。 

 議案第３４号   農業経営基盤強化促進法による農用地利用集積計画の利用権 

            設定について意見を求める。 

     議案第３５号  農地中間管理事業の推進に関する法律による農用地利用集積

等促進計画の利用権設定について意見を求める。 

５．農業委員会事務局職員 

       事務局長 中別府 和也   主任主事 二宮航大 

６．会議の概要 

（二宮主任主事）時間になりましたので、これから総会を始めさせていただきます。一同ご

起立下さい。「一同礼」。お座り下さい。 

（事務局長）おはようございます。今月の定例総会案件は、議案第３１号から議案第３５号

までの議案１７件です。ご審議方よろしくお願いいたします。１０月の定例総会は

２８日（月）です。議案審議は２１日（月）、転用議案等に係る現地調査は、２１

日（月）に「宮崎県農業委員・農地利用最適化推進委員全体研修会」が開催されま

すので２２日（火）にお願いする予定です。１０月の４条・５条に係る調査委員会
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は、第４調査委員会です。どうぞよろしくお願いします。それでは、山元会長がご

挨拶を申し上げます。 

（会長あいさつ） 

（会長代理）ただいまの出席委員は、農業委員７名中６名、推進委員８名中８名であります。 

高原町農業委員会規則第５条の規定の定足数に達しておりますので、本総会は成

立していることを報告します。これより、９月の定例総会を開催いたします。本日

の議事日程は、お手元に配布のとおりであります。 

（議長）これより議事に入ります。まず、日程第１、本日の議事録署名委員、及び会議書記

の指名を行います。高原町農業委員会規則第１９条第２項に規定する議事録署名

委員ですが、議長から指名をいたします。よろしいでしょうか。 

（はいの声） 

（議長）それでは、議事録署名委員に、３番 入木委員と４番 郡山委員を指名いたします。

なお、本日の書記は事務局の二宮主任主事にお願いいたします。次に、日程第２ 

議案審議に入ります。議案第３１号「農地法第３条の規定による所有権移転の許可

について意見を求める。」を議題とします。事務局長に説明をお願いいたします 

（事務局長） 議長、事務局長 （はい、事務局長） 

議案書の４ページをご覧ください。今回の農地法第３条による所有権移転申請件

数は５件でございます。第１項、譲受人松本清文氏・譲渡人西村義高氏による売

買で、畑１筆５９４㎡で、対価総額は５万９千４００円です。調査委員は西村委

員です。第２項、譲受人柿木良子氏・譲渡人柿木法子氏による親子間の贈与で、

田１筆１，４９３㎡です。調査委員は石山委員です。第３項、譲受人今西信幸

氏・譲渡人坂口エミ氏による売買で、田１筆１，６１９㎡で、対価総額は１５万

円です。調査委員は大迫委員です。第４項、譲受人瀬戸里美氏・譲渡人瀬戸輝彦

氏による親族間の贈与で、田１筆４５９㎡です。調査委員は大迫委員です。以上

の案件は、受付審査の結果、機械の所有状況、農作業従事者数、により効率利用

要件と農作業従事要件、地域との調和要件の３つの要件をすべて満たしていると

考えております。説明は以上でございます。 

（議長）それでは第１項については、西村委員に調査をお願いしておりますので、内容の報

告をお願いいたします。 

（西村委員）調査の報告を１６番西村が行います。９月２４日火曜日、現地調査を行いまし

た。８時から譲渡人、譲受人に電話して双方に確認を行いました。申請地は議案書

６ページの航空写真をご覧ください。場所は後川内 の農地１筆です。譲受人は農

業用機械としてトラクター、管理機等を所有されていました。農作業は家族２名で

経営され地域経営体への集積等の取組にも連携を取っており、地域の話し合い活

動に参加して協力するなど特に問題ないと判断いたしました。以上です。 

（議長）続きまして第２項は、石山委員にお願いしておりますので、内容の報告をお願いい
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たします。 

（石山委員）報告を行います。９月２５日、水曜日に現地調査をしました。夜の８時から譲

渡人、譲受人に電話して両方を確認しました。申請地は議案書の７ページをご覧く

ださい。後川内 の上納骨堂から後川内小に 100 メートルくらい行った右の方へ

行く道路のところです。譲受人は農業用機械として実家にトラクター、耕運機、草

払い機２台を所有されていました。農作業は２名で経営され従事日数も満たされ

ています。地域経営体への集積等の取組にも連携を取っており、地域の話し合い活

動に参加して協力するなど特に問題ないと判断いたしました。以上です。 

（議長）議案第３項と第４項については、大迫委員に調査内容の報告をお願いします。 

（大迫委員）１２番大迫が報告します。第３項ですけども９月２２日、日曜日に現地調査を

しました。９時から譲受人宅を訪問し、譲渡人には夕方電話で妹の山田春子氏に確

認を行いました。申請地は議案書の８ページです。場所は南狭野 の活性化セそば

の１筆です。譲受人は農業用機械としてトラクター、田植え機、コンバインなどを

所有されておりました。農作業は家族３名で経営され従事日数も満たされており

ます。地域経営体への集積取組にも連携を行っており話し合い活動にも参加する

など特に問題ないと判断いたしました。続きまして第４項ですけども、こちらも９

月２２日、日曜日現地調査を行いました。申請地は議案書の９ページの写真をご覧

ください。場所は蒲牟田 の農地１筆です。譲受人は農業用機械としてトラクター、

管理機などを所有されていました。農作業は家族３名で従事されております。農業

日数も満たされております。地域経営体への集積等の取組にも連携を行っており、

地域の話し合い活動にも参加するなど特に問題ないと判断しました。以上です。 

（議長）ありがとうございました。以上で報告が終わりましたので、これより審議に入りま

す。何かご意見ございませんか。 

（議長）よろしいですか。（はいの声） 

（議長）それではこれをもって審議を終わります。これより採決いたします。議案第３１号

「農地法第３条の規定による所有権移転の許可について意見を求める。」に賛成の

方の挙手をお願いいたします。  

（全員挙手） 

（議長）全員賛成ですので、議案第３１号については、申請どおり許可することに決定しま

した。 

（議長）続きまして議案第３２号「農地法第５条の規定による進達について意見を求める。」

を議題とします。事務局長に説明をお願いいたします。 

（事務局長）議長、事務局長 （はい、事務局長） 

議案書の１１ページをご覧ください。今回の農地法第５条による規定による進達

申請件数は２件でございます。第１項、譲受人叶工業 株式会社 代表取締役野

瀬栄樹氏・譲渡人 相続人代表有村アイ氏の申請案件で、畑１筆１，７３５㎡現
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場事務所及び資材置場を設置するための転用目的であり、第１種農地、都市計画

区域は設定なし、農用地区域外で、賃貸借であります。宮崎県が実施します、令

和５年度災害関連緊急治山事業竹屋敷３工区工事に伴うものであります。この治

山事業の工事の期間は、令和６年８月２３日から令和７年３月２５日でありま

す。なお、記載をしておりませんが賃借料は１５万円であります。第２項、譲受

人 株式会社１   代表取締役久保龍太氏・譲渡人松元加代氏の申請案件で、

畑１筆１，２２６㎡ 太陽光発電施設を設置するための転用目的であり、第２種

農地、都市計画区域は設定なし、農用地区域外です。土地代金は９０万円であり

ます。第１項につきましては、例外規定に該当しますので許可相当と考えます。

第２項につきましては、立地基準でありますが、第２種農地ですので第３種農地

に立地困難な場合等に許可となっており代替地等を検討されております。次に一

般基準でありますが、転用の確実性、周辺農地への影響等基準を満たしていると

考えております。また、地域の農地の農業上の効率的・総合的な利用に支障がな

いことについては、特に影響はないものと思われ、立地基準及び一般基準を満た

しており許可相当と考えております。説明は以上でございます。 

（議長）本件につきましては、第３調査委員会に現地調査をお願いしておりますので、内容

の報告を郡山委員長にお願いします。 

（郡山委員長）はい。４番 郡山が報告いたします。第３２号第１項の現地調査を９月２０

日、酒匂委員、坂元委員、事務局より二宮さんで行いました。転用目的は現場事務

所、資材置場等でございます。先ほど事務局長から話がありましたとおり災害で杉

林の法面が落ちてまして、その現場事務所を作るということでございます。申請地

は議案書の１２ページをご覧ください。施設の配置図については議案書の１３ペ

ージをご覧ください。旭台  の高原ゴルの広原  方面の法面の山が迫ってお

りました。申請地は農用地区域外で第１種農地となっております。地域住民周辺農

地にも影響ないことから問題ないものと判断いたしました。以上です。第２項です。

同じく９月２０日、１時半より調査を行いました。転用目的は太陽光発電でござい

ます。場所は後川内 の元、川平商店の川平養鶏がある下でございます。申請地の

下の方が４～５年前に調査して現在、太陽光発電が設置されております。申請地は

１４ページをご覧ください。申請地は農用地区域外で第２種農地となっておりま

す。地域住民周辺農地にも影響ないことから問題ないものと判断いたしました。以

上です。 

（議長）ありがとうございました。随行された他の委員のご意見はございませんか。それで

は報告が終わりましたので、これより審議に入ります。何かご意見ございませんか。 

（議長）ちょっと暫時休憩をいたします。 

（議長）それでは休憩前に引き続き審議に入ります。 

（議長）よろしいですか。（はいの声） 
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（議長）それではこれをもって審議を終わります。これより採決いたします。 

議案第３２号「農地法第５条の規定による進達について意見を求める。」に賛成の

方の挙手をお願いいたします。 

（全員挙手） 

（議長）全員賛成ですので、議案第３２号については、申請どおり県へ進達することに決定

をいたしました。 

（議長）次に、議案第３３号「農業経営基盤強化促進法による農用地利用集積計画の所有権

移転について意見を求める。」を議題とします。事務局長、説明をお願いします。 

（事務局長）議長、事務局長 （はい、事務局長） 

議案書は１７ページをご覧ください。今回の農用地利用集積計画の所有権移転申

請件数は６件でございます。第１項、譲受人池田常廣氏・譲渡人今西良一氏の申請

案件で、畑１筆１，８６６㎡、次に、第２項、譲受人今西良一氏・譲渡人池田常廣

氏の申請案件で、畑２筆１，９３６㎡で、第１項及び第２項は土地の交換でありま

す。申請地は２０ページ・２１ページになります。坂元委員、真方委員のあっせん

を受けております。第３項、譲受人池田常廣氏・譲渡人江並衛子氏の申請案件で、

畑１筆３，０３２㎡、売買価格は総額６０万円です。申請地は、２２ページになり

ます。坂元委員、真方委員のあっせんを受けております。第４項、譲受人池田常廣

氏・譲渡人中島義信氏の申請案件で、畑１筆１，９１４㎡、売買価格は総額３０万

円です。申請地は、２３ページになります。坂元委員、真方委員のあっせんを受け

ております。第５項、譲受人石山宗行氏・譲渡人堺佐代子氏の申請案件で、田１筆

３，７２５㎡、売買価格は総額５５万８千７５０円です。申請地は、２４ページに

なります。坂元委員、真方委員のあっせんを受けております。第６項、譲受人重永 

敏宏氏・譲渡人竹下忠義氏の申請案件で、田１筆２，２３５㎡、畑３筆５，４８４

㎡、計４筆７，７１９㎡、売買価格は総額３８万５千９５０円です。申請地は、２

５ページになります。佐藤委員、鳥集委員のあっせんを受けております。以上の案

件については、農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想に適合し、農用地

を効率的に利用し、農作業に常時従事すること等の各要件を満たしていると考え

ております。説明は以上でございます。 

（議長）説明が終わりましたので、これより審議に入ります。何かご意見ございませんか。 

（議長）真方委員。 

（真方委員）１７番真方です。６項についてお伺いいたします。畑、田んぼ、反で５万円と

いうことですけど、課税評価額等の照らし合わせ等はあったのでしょうか。 

（議長）わたしの方から説明をさせていただきます。畑が２５ページの①番②番③番が畑で

す。これについては畑については評価額よりも高い金額となっております。④番に

ついては、田んぼなので評価額が高いんですけど、ここの場所は、周りが木に覆わ

れていて、将来耕作放棄地になるような農地、田んぼでした。ここについては、評
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価額よりも低い金額ですけど、広がりもなくて条件が非常に悪いということで、耕

作放棄地になるよりも作っていただいた方が良いということで、この金額で良い

のではないかということになった訳でございます。評価額以上のを農業経営基盤

強化促進法に基づいてあっせんを行っていくという基本ではあるんですけど、今

回の将来耕作放棄地になるおそれのある所については、会長の判断ということを

入れさせていただいております。これについては、佐藤委員からも相談を受けて事

務局とも話をして、この金額で良いのではないかということになった状況でござ

います。よろしいですか。 

（議長）他にございませんか。 

（議長）あと第１項、第２項については交換をして、あとの残りの用地を買収して集積を図

るという、１、２項で交換をして３項４項でその隣を買収して集積を図っていくと

いう形でございます。第１項、第２項について、交換についても農業経営基盤強化

促進法にあたるということで、今回申請に上がってきたということでございます。 

（大迫委員）いいですか。（大迫委員） 

１２番大迫ですけど５項について質問しますけど、購入される石山  氏はだい

ぶ遠くに住んでいらっしゃいますよね。 

（事務局長）議長、事務局長 （はい、事務局長） 

    はい、石山  氏は確かに旭台の方に住んでらっしゃいます。以前よりここの農地

で作付けをされているということをお伺いしております。以上でございます。 

（議長）よろしいですか。 （はいの声） 

（議長）それではこれをもって、審議を終わります。これより採決いたします。議案第３３

号「農業経営基盤強化促進法による農用地利用集積計画の所有権移転について意

見を求める。」に賛成の方の挙手をお願いいたします。 

（全員挙手） 

（議長）全員賛成ですので、議案第３３号は申請どおり許可することに決定をいたしました。 

（議長）続きまして議案第３４号「農業経営基盤強化促進法による農用地利用集積計画の利

用権設定について意見を求める。」を議題とします。事務局長、説明をお願いしま

す。 

（事務局長）議長、事務局長 （はい、事務局長）  

議案書は２７ページをご覧ください。今回の農用地利用集積計画の利用権設定申

請件数は２件です。第１項、借受人 合同会社米夢  代表社員有水耕治氏・貸

渡人永田純子氏による賃貸借で、田１筆１，４２２㎡、賃借料は年総額１万円、

賃貸借期間は令和７年１月１日から令和１１年１２月３１日までの５年間の再設

定です。第２項、借受人 有限会社小野田牧代表取締役小野田裕氏・貸渡人前田 

輝雄氏による賃貸借で、畑１筆３，２３２㎡、賃借料は年総額１万５千円、賃貸

借期間は令和７年１月１日から令和１６年１２月３１日までの１０年間の再設定
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です。以上の案件は、旧農業経営基盤強化促進法第１８条の要件 農用地を効率

的に利用し、農作業に常時従事すること等の要件を満たしていると考えておりま

す。以上でございます。 

（議長）説明が終わりましたので、議案第３４号の審議に入ります。何かご意見ございませ

んか。 

（議長）よろしいですか。（はいの声） 

（議長）それではこれをもって審議を終わります。これより採決いたします。議案第３４

号「農業経営基盤強化促進法による農用地利用集積計画の利用権設定について意

見を求める。」に賛成の方の挙手をお願いいたします。 

（全員挙手） 

（議長）全員賛成ですので、議案第３４号は申請どおり許可することに決定いたしました。 

（議長）続きまして議案第３５号「農地中間管理事業の推進に関する法律による農用地利用

集積等促進計画の利用権設定について意見を求める。」を議題といたします。事務

局長に説明をお願いします。 

（事務局長）議長、事務局長 （はい、事務局長） 

    この案件は中間管理事業制度による利用権設定でございます。議案書は２９ペー

ジからと３１ページからを一緒にご覧いただきたいと思います。なお説明に際し、

貸渡人と借受人の間に入っております宮崎県農業振興公社の説明は省略させてい

ただきます。第１項、貸渡人柴内重義氏・借受人 有限会社四位農園代表取締役 

四位栄介氏の申請案件で、畑１筆３，８１１㎡の賃貸借で、賃借料は年総額３万８

千１１０円、賃貸借期間は令和６年１２月１日から令和１１年１２月３１日まで

の５年と１ケ月の新規設定です。第２項、貸渡人原田敏美氏・借受人丸山 勝氏の

申請案件で、田２筆３，１１０㎡の使用貸借で、使用貸借期間は令和７年１月１日

から令和１１年１２月３１日までの５年間の新規設定です。第３項、貸渡人日髙 

美佐氏・借受人柳迫雄斗氏の申請案件で、田１筆４，７２８㎡の賃貸借で、賃借料

は年総額５万７千円、賃貸借期間は令和６年１２月１日から令和１６年１１月３

０日までの１０年間の新規設定です。説明は以上でございます。 

（議長）事務局長の説明が終わりましたので、議案第３５号の審議に入ります。何かご意見

はございませんか。 

（議長）暫時休憩をいたします。 

（議長）休憩前に引き続き審議に入ります。 

（加藤代理）よろしいですか。（はい、加藤委員） 

    ２番加藤です。中間管理事業を通して利用権設定する場合、貸渡人が高齢で尚且つ

賃借期間が１０年と非常に長い、貸渡人がもし亡くなった場合は、相続人が再度公

社と契約を結ぶ必要があると思うんですよ。今までそういった事例を聞いてない

ので、その辺はどうなんですか。 
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（会長）契約している間は、貸渡人はそのままの効力があるので本人が亡くなっても契約は

１０年間続きます。 

（事務局長）議長 （はい、事務局長） 

    今の件ですけども、亡くなられた場合は相続人に引き継がれるということでござ

います。相続人がいないという場合もありえるのかなと思われますが、まずは相続

人に引き継がれるということです。 

（加藤代理）期間はそのままですか。 

（事務局長）そのままですね。 

（加藤代理）特に手続きは必要ないですか。 

（事務局長）これに関しましては、改めて次回の定例会で説明をいたしたいと思います。 

（議長）他にございませんか。 

（山下委員）はい。（山下委員）今の件なんですが、１８番山下です。逆の場合はどうなる

んですか。受人が亡くなった場合はお願いします。 

（事務局長）今の件に関しましても同様に次回の定例会でご説明いたしたいと思います。す

みません。 

（石山委員）いいですか。（石山委員）１１番石山です。公社は反当たり１万円になってる

んですよ。相対にした時に５千円にも変更できるわけですか。公社を通す時に最初

の契約が５千円であった時に反当たり５千円そのままでいけるわけですか。公社

の言う通りに１万円になって値上がりするんですか。 

（議長）いやいや、そういうことはない。物納もあったりとか色々ありますので。 

（二宮主任主事）お答えさせていただきます。中間管理事業としての契約の場合でもご本人

様同士で決められた金額で貸借が出来るとなっております。 

（議長）他にございませんか。 

（議長）よろしいですか。（はいの声） 

（議長）それではこれをもって審議を終わります。これより採決いたします。議案第３５

号「農地中間管理事業の推進に関する法律による農用地利用集積等促進計画の利

用権設定について意見を求める。」について、賛成の方の挙手をお願いいたしま

す。 

（全員挙手） 

（議長） 全員賛成ですので、議案第３５号は、申請どおり許可することに決定いたしまし

た。 

（会長代理）それでは以上で、本日提案いたしました議案の審議は、すべて終了いたしま

した。これを持ちまして、９月の農業委員会定例総会を閉会いたします。 

（二宮主任主事）ご起立をお願いいたします。「一同礼」。お疲れ様でした。 

 

 


